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第１章 総則 

（名称及び所在地） 

第 1条 本会は、新宿区介護サービス事業者協議会（以下「協議会」という。）と称し、

主たる事務所を新宿区歌舞伎町一丁目４番１号に置く。 

（目的） 

第２条 協議会は、利用者の選択権を保障する多様で良質な利用者本位のサービスの

提供及びサービスの質の向上をめざすこと、並びに介護サービス事業者等（以下「事

業者」という。）の諸課題の解決に向け、会員相互の連携と協力を図り、もって健全

な市場の形成を促進することを目的とする。 

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 

（1） 事業者間の情報交換及び意見交換 

（2） 事業者情報の利用者等への発信 

（3） サービスの質の向上に関する研修、調査及び研究等 

（4） 関連行政機関との連絡調整 

（5） その他協議会の目的を達成するために必要な事業 

（組織） 

第４条 協議会には、運営委員会及び部会を設置する。 

 

第２章 会員 

参考資料２

1



（会員資格） 

第５条 会員は、新宿区を営業区域とする事業者のうち第 2 条の目的に賛同する、次

に掲げる事業者により構成する。 

(1) 正 会 員  新宿区内に事業所を有する介護保険法に基づく指定事業者 

 (2) 準 会 員  新宿区外に事業所を有する介護保険法に基づく指定事業者 

 (3) 賛助会員  協議会の目的に賛同する事業者等 

（入会） 

第６条 協議会に入会を希望する事業者は、所定の入会申込書を会長に提出する。 

（届出内容の変更） 

第７条 会員は、前条の入会申し込みの内容に変更があった場合は、会長に届け出る

ものとする。 

（会費） 

第８条 会員は、会費を納入しなければならない。 

2 既納入済みの当該年度分の会費は返却しないものとする。 

3 金額等は、別途総会で定める。 

（会員の資格喪失） 

第９条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1)  退会した場合 

 (2)  会員が事業を廃止した場合 

 (3)  1年以上会費を滞納した場合 

(4)  除名された場合 

（退会） 

第 10 条 退会を希望する会員は、所定の退会申込書を会長に届け出るものとする。 

（除名） 

第 11 条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において 3 分の 2以上の議決

に基づき、除名することができる｡この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機

会を与えなければならない｡ 

(1) 協議会の名誉を毀損した場合 

(2) 協議会の設立目的に反する行為をした場合 

 

第３章 役員 

（運営委員） 

第 12 条 運営委員は、総会で選任する。 

2 運営委員は、協議会の正会員でなければならない。 

3 運営委員の任期は、原則として２年間経過後の直近の総会までとする。ただし、

次期運営委員を選任する総会が２年間経過前に開催された場合には、当該総会の

ときまでとする。なお、再任を妨げない。 

4 運営委員は、新宿区役所高齢者総合相談センター及び各部会の代表者を含む 30

名以内とする。 

5 運営委員に欠員が生じたときは、協議会の正会員の中から運営委員会において後

任を選任し、直近の総会で承認を得なければならない。この場合、後任の運営委員の
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任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第 13 条 協議会には、次の役員を置く。 

（1） 会長     １名 

（2） 副会長    ２名 

（3） 会計     １名 

（4） 会計監事   １名 

（役員の職務） 

第 14 条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 

３ 会計は、会費の徴収、支出に関する事務及び予算決算に関する事務を行う。 

４ 会計監事は、経理・会計事務が公正に実施されているかを監査し、総会に報告す

る。 

（役員の選任） 

第15条 会長、副会長及び会計は運営委員の中から互選によって選出し、総会におい

て承認する。 

２ 会計監事は運営委員以外の協議会会員から総会において選任する。 

３ 第１項及び前項の場合において、役員の任期は第 12 条第３項の規定を準用する。 

４ 会長、副会長、会計に欠員が生じたときは、運営委員の中から運営委員会におい

て後任を選任し、直近の総会で承認を得なければならない。 

５ 会計監事に欠員が生じたときは、運営委員以外の協議会会員から運営委員会にお

いて後任を選任し、直近の総会で承認を得なければならない。 

６ 第４項及び前項における後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第 16 条 

（削除） 

 

（アドバイザー） 

第 17 条 協議会は、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは、協議会の運営に必要な情報提供及び助言を述べることができる。 

（報酬） 

第 18 条 運営委員、役員及びアドバイザーは、無償とする。ただし、会議等に参加す

るために要した実費相当額は、費用弁償することができる。 

 

第４章 総会 

（総会） 

第 19 条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種類とする。 

２ 総会は、会員で構成する。 

（総会の開催） 

第 20 条 通常総会は、年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次のいずれかに該当するときに開催する。 
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（1） 運営委員が必要と認め、会長に招集の請求をしたとき 

（2） 会員の 5 分の１以上から会議の目的を記載した書面により、会長に招集の請 

求があったとき 

（総会の招集） 

第 21 条 総会は、会長が招集する｡ 

２ 会長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求日から 30 日以内に臨時

総会を招集しなくてはならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を

もって、少なくとも７日前までには通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第 22 条 総会の議長は、運営委員以外の会員から選出する。 

（総会の審議事項） 

第 23 条 総会に付議すべき事項は、次に掲げる事項とする。 

（1） 運営に関すること。 

（2） 規約の改廃に関すること。 

（3） 運営委員及び役員の承認に関すること。 

（4） 予算及び決算に関すること。 

（5） その他会長が必要と認めた事項に関すること。 

（総会の議決） 

第 24 条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。 

２ 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって

決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする｡ 

３ 会計監事は議決権を持たない。 

（書面決議） 

第 25 条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知され

た事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理として表決を委任するこ

とができる。 

２ 前項の場合における前条の規定の適用については、当該会員は出席したものとみ

なす。 

 

第５章 運営委員会 

（運営委員会） 

第 26 条 運営委員会は、第 2 条に規定する目的及び第 3 条に規定する各事業内容の趣

旨に沿って活動内容を定め、企画、予算及び調整等を行う｡ 

２ 運営委員会は、運営委員及びアドバイザーで構成する。 

３ 運営委員会は、会長が招集する。 

（活動部会） 

第 27 条 運営委員会は、第 26 条の各事業の円滑な運営を図るために、部会を設置す

る。 

２ 部会ごとに部会長を 1名置く。 

３ 部会は、部会長が招集する。 
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４ 部会は、必要に応じて、運営委員以外の者の参加を求めることができる。 

 

第６章（削除） 

 

第７章 財産及び会計 

（収入） 

第 29 条 協議会の収入は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1) 会費 

(2) 財産から生じる収入 

(3) 事業に伴う収入 

(4) その他の収入等 

（財産の管理） 

第 30 条 協議会の財産は、会長が管理し、管理方法は運営委員会で決定する。 

（費用の支弁） 

第 31 条 協議会の経費は、財産をもって支弁する。 

（事業計画及び予算） 

第 32 条 協議会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会計年度ごとに作成

し、総会において過半数の議決を経て成立する｡これらを変更する場合も同様とする。 

（事業報告決算） 

第 33 条 協議会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、事業報告書及び収支決算

書等として作成し、会計監事の監査を受け、総会において承認を得る。 

（会計年度） 

第 34 条 協議会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3月 31 日に終了する。 

 

第８章補則 

（守秘義務） 

第 35 条 協議会の活動により得られた成果のうち、特に秘密であると指定されたもの

については秘密を保持し、第三者に開示漏洩してはならない。 

２ 会員から提供された情報のうち、当該提供者があらかじめ秘密であると表示して

提供された情報については、協議会での利用に限定するものとし、当該情報を秘密

として保持しなければならない。 

３ 守秘義務は、協議会終了後も、前 2 項の秘密が公知となるまで有効に存続する。 

（委任） 

第 36 条 協議会の事務局は、新宿区福祉部介護保険課に置く。 

 

第 37 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、運営委員会が

別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この規約は、協議会設立の平成 15 年 12 月 16日から施行する。 
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（役員任期） 

２ 協議会設立当初の役員任期は、第 15 条の規定に関わらず、設立総会の日から平成

18 年の通常総会終了のときまでとする。 

（総会の開催） 

３ 協議会設立後の第 1 回目の通常総会は、第 20 条の規定に関わらず、平成 17 年に

開催する。 

 

附 則(平成 20 年 5 月 15日改正) 

この規約は、平成 20 年 5 月 15 日から施行する。 

 

 附 則(平成 25 年 5 月 22 日改正) 

この規約は、平成 25 年 5 月 22 日から施行する。 

 

 附 則(平成 30 年 5 月 22 日改正) 

この規約は、平成 30 年 5 月 22 日から施行する。 
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